
 

臨海部産業エリアの形成の手続き 

 

 

 

① 港湾管理者が国土交通省に、臨海部産業エリアを形成することにより

地域の産業の国際競争力の強化を図る港湾である「臨海部産業エリア

形成促進港」の指定を申請 

② 国土交通省が「臨海部産業エリア形成促進港」として指定 

③ 港湾管理者が臨海部産業エリアの区域を港湾計画に位置づけ 

⑤ 臨海部産業エリアの区域内の特定埠頭を一体的に運営しようとする民

間事業者が港湾管理者に特定埠頭の認定を申請（港湾法第５４条の３

第１項） 

⑥ 国土交通大臣の同意を受けて、港湾管理者が特定埠頭を認定（同条

第２項、第３項） 

⑦ 港湾管理者が民間事業者に対して特定埠頭を貸し付け（同条第６項） 

④ 港湾管理者が臨海部産業エリアの区域を指定（港湾法施行

規則第１７条の４第 1号ニ） 
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